
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
市内接種可能医療機関 

令和６年 10 月 1 日から 

が始まります 

①65 歳以上の方 

②60～64 歳で心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる 

免疫の機能に障がいを有する方、もしくは重症化リスクが高いと医師に認められた方 

※令和７年度以降の自己負担額は未定です。 

③医療機関の窓口で自己負担額（令和６年度は2,000円）をお支払いください。

②保険証など必要な書類を持参し、医療機関で予診票を記入の上、予防接種を受ける。

新型コロナワクチンの定期接種が可能なのは期間中 １ 回 です。

①ワクチン接種が受けられる医療機関（下記をご覧ください）へ直接予約をしてください。

市から新型コロナワクチン接種に関する書類（予診票など）は送付しません。

〇注意点 

・新型コロナウイルスワクチンは、インフルエンザワクチンと接種の間隔を空ける必要はありません。 

・新型コロナウイルス感染症予防接種は法律上の義務はなく、自らの意思で接種を希望する方のみ 

に行うものです。 

・予防接種の効果と副反応のリスクにご理解をいただいた上で接種予接種の判断をお願いします。 

お問い合わせ先 中野市健康福祉部健康づくり課 0269-22-2111(368) 

北信総合病院 22-2151 市川内科医院 22-3366

アライクリニック 24-0601 髙野医院 22-6810

くまき整形外科・リウマチ科クリニック 23-1301 南谷整形外科 22-7722

長谷川クリニック 26-7700 かかりつけの方のみ 油井内科医院 26-1241

飯田医院 22-2653 かかりつけの方のみ 須藤医院 22-3746

徳竹医院 22-3202 西原医院 22-3007 かかりつけの方のみ

三沢クリニック 22-5522


